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東
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けた

を推

行、
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本

「総

る東

て

画区

「市

く

う都

以

都市

「東
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整備

ライ

 

 

章 計画の

計画策定に

計画策定）
東神楽町（以

利用計画」を

た、計画的な

推進し着実に

しかしなが

、経済活動の

くりの方向性

本町では、平

総合計画」）

東神楽～」

います。また

区域の整備、

市街地の無秩

りを進めなが

都市づくりの

以上から、本

市像を明らか

東神楽町都市

計画の⽬）
「総合計画」

き都市の将来

備の方針を示

インの役割を

の概要 

について 

定の背景 
以下、「本町

を策定し、

な都市形成や

に人口が増加

ら、今後は人

の縮小、厳

性は大きな転

平成 24 年度

）を策定し、

として、地区

た、北海道の

、開発及び保

秩序な拡大を

がら、地球環

の基本理念を

本町の取り巻

かにし、まち

市計画マスタ

的 
」で定めてい

来構造を明ら

示すことを目

をもつものと

町」）では、

「第７次東神

や花・自然を

加してきまし

人口減少に転

しい財政状況

転換期を迎え

（平成 29 年

、将来像を

区別まちづく

の「旭川圏都

保全の方針（

を抑制し、持

環境時代に対

を掲げていま

巻く都市計画

ちづくり施策

タープラン」

いるまちの将

らかにした上

目的とし、町

として策定し

 

1 

平成 14 年度

神楽町総合計

を生かした景

した。 

転じることが

況など様々な

えています。

年３月改定）

「笑顔あふれ

くり計画を策

都市計画区域

（平成 23 年３

持続可能でコ

対応した低炭

ます。 

画の現況・課

策を総合的

を策定する

将来像を実現

上で、市街地

町民と協力し

します。 

度に都市計画

計画」におけ

景観形成など

が見込まれる

な問題に対応

 

に「第８次

れる花のまち

策定するなど

域（旭川市

３月策定）」

コンパクトな

炭素型都市構

課題、国の動

・一体的に推

ることとしま

現するため、

地やその周辺

してつくるま

画の方針を示

けるまちの将

ど、町民とと

るとともに、

応していく必

東神楽町総合

ち ～みんな

ど新たなまち

・鷹栖町・東

（以下、「整

なまちづくり

構造への転換

動向等を踏ま

推進する必要

ます。 

まちづくり

辺地域の土地

まちづくりの

示す「東神楽

将来像の実現

ともにまちづ

少子高齢化

必要があり、

合計画」（以

なで築こう活

ちづくりを推

東神楽町）都

整開保」）で

りに向けた都

換を目指す」

まえ、新たな

要があること

りの理念と目

地利用並びに

の基本的なガ

楽町土

現に向

づくり

化の進

まち

以下、

活力あ

推進し

都市計

では、

都市づ

とい

な将来

とから

目指す

に都市

ガイド
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他部

・総

・景

・農

・森

・住

・環

・福

計画の位）
「都市計画マ

に関する基本

また、「総合

３月策定）」

ものとし、景

ら、まちづく

なお「東神楽

策定する際の

１-1 計画の

門の関連計画

総合戦略 

景観 

農業 

森林 

住宅 

環境 

福祉  等 

位置づけ 
マスタープラ

本的な方針」

合計画」及び

を上位計画

景観・農業

くりの将来像

楽町都市計画

の方針となり

の位置づけ 

整合 

第８次東神

・個

・道

・河

画 

東

東

ラン」は、都

として定め

北海道の「都

画として、両

・商工業・防

像や地域別の

画マスタープ

ります。 

 

神楽町総合計画

個別の都市計画

道路・交通施設

河川・上下水道

東神楽町都市

東神楽町 

東神楽町

都市計画マ
一部

2 

都市計画法

めます。 

都市計画区域

計画の本町

防災・環境

の整備方針な

プラン」は、

画 

画・土地利用

設 

道・公園緑地

 

計画マスター

即する

立地適正化計

マスタープラン
部とみなす 

（第 18 条の

域の整備、開

における都市

・福祉などの

などを総合的

、今後のまち

・景観 

即

ープラン

計画 

ンの 

２）による

開発及び保全

市づくりに関

の部門別計画

的に示すもの

ちづくり事業

旭川圏

 

都市計

開発及

即する

「市町村の都

全の方針（平

関する事項に

画と整合を図

のです。 

業や各種関連

圏都市計画区域

計画区域の整備

及び保全の方針

北海道 

都市計

平成 23

に即す

図りな

連計画

域 

備、

針 
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な

を行

ま

間は

て評

 

 

 

     
1旭川圏

対象と⽬標

対象区域）
本計画は、行

となる土地利

方針について

ます。 

１-2 対象区

⽬標期間）
目標期間は、

なお、概ね

行います。 

また、都市計

は、本計画と

評価を行い、

          

圏都市計画区域

標期間 

域 
行政区域のう

利用、道路

ては、本計画

区域 

間 
、20 年後の

10 年後に本

計画マスター

と同様に 20

、必要に応じ

          

域：旭川市、鷹

約 35,600

うち旭川圏都

・交通施設、

画対象外の行

2037 年まで

本計画の進捗

ープランの一

年後の 203

じて計画の見

    

鷹栖町及び東神

0ha、うち東神

3 

都市計画区域

、河川・上下

行政区域のま

でとします。

等について評

一部とみなす

7 年までとし

見直しを行い

神楽町の１市

神楽町は約 2,6

域1内を対象と

下水道・公園

まちづくりに

 

評価を行い、

す「東神楽町

し、概ね 5 年

います。 

２町にわたる都

600ha 

としますが、

園緑地、環境

においても参

、必要に応じ

町立地適正化

年ごとに計画

都市計画区域、

まちづくり

境保全、地域

参考とするこ

じて計画の見

化計画」の目

画の進捗等に

、区域面積は

りの基

域防災

ことと

見直し

目標期

につい

全体で
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章 東神楽

東神楽町の

位置・概）
東神楽町は、

68.50km2 を

る旭川空港が

米や野菜を中

開発により人

加率となって

また『花のま

峰を望む豊か

-1 東神楽町

楽町の現状

の概要 

概要 
、北海道の中

を有する町で

が立地してい

中心とする農

人口が年々増

ています。 

まち』として

かな自然に恵

町の位置 

状と課題

中央にある上

で、北海道第

います。 

農業を基幹産

増加し、平成

 

て、花を生か

恵まれた魅力

 

4 

上川盆地に位

２の都市で

産業とする一

成 27 年国勢調

かした美しい

力あるまちづ

位置し、東西

ある旭川市に

一方で、平成

調査では人口

い環境整備に

づくりを展開

西約 22km、南

に隣接し、道

成元年から始

口増加率 10.

に力を入れ、

開しています

南北約６km、

道北の空の玄

始まった大規

1％と全道 1

大雪山・十

す。 

総面

玄関で

規模宅

1位の

十勝岳
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資料：

2

4

6

8

10

12
⼈
⼝
・
世
帯
数
︵
⼈
␓
世
帯
︶

2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

⼈⼝の動）

総⼈⼝・世
本町の人口・

帯であり、2

。 

一方で、平均

-2 総⼈⼝

：国勢調査 

年齢別⼈⼝
年齢別人口を

年齢人口（15

あり、平成

び生産年齢人

-3 年齢 3

：国勢調査 

7,6

0

2,000

4,000

6,000

8,000

0,000

2,000

平

0

00

00

00

00

00

00

平

（⼈）

(

(

(

動向 

世帯数 
・世帯数は増

20 年前（平成

均世帯人員は

・世帯数の推

⼝ 
をみると、平

5～64 歳）が

22 年からは

人口が低くな

区分別⼈⼝の

76 8

2,400 

3.20 

平成7年

1,535 

5,078 

1,514 

8,127 

平成12年
0〜

(18.6%)

(62.5%)

(18.9%)

増加傾向であ

成７年）に比

は一貫して減

推移 

平成 27 年で

が 6,007 人（5

は 3区分とも

なっており、

の推移 

8,127 

2,609 

3.11 

平成12年
⼈⼝

1,7

5,6

1,7

9,1

平成
〜14歳

(19

(61.

(18

5 

あり、国勢調査

比べて人口は

減少しており

は年少人口

58.7％）、高齢

に実数が増加

少子高齢化

9,194 

3,12

2.

平成17年
世帯

717 

678 

799 

194 

成17年
15〜

.6%)

.8%)

.7%)

査によると平

は 33.3％、世

り、世帯の小

（０～14 歳

齢人口（65 歳

加したものの

化が進展して

9,292 

27 3

94 

年 平成2
帯数

1,583

5,618

2,091

9,292

平成22年
〜64歳

(22.5%

(60.5%

(17.0%

平成 27 年は

世帯数は 52.

小規模化が進

）が 1,609 人

歳以上）が 2,

の、構成比を

ています。 

10,2

3,290 

2.82 

2年 平
平均世帯

3 

8 

1 

2 

年
65

%)

%)

%)

10,233 人、

4％増加して

進んでいます

人（15.7％）

617 人（25.

をみると年少

233 

3,657 

2.80 

2

2

2

2

2

3

3

平成27年
帯⼈員

1,609 

6,007 

2,617 

10,233 

平成27年
5歳以上

(25.6%)

(58.7%)

(15.7%)

3,657

ていま

。 

、生

6％）

少人口

2.10

2.30

2.50

2.70

2.90

3.10

3.30
平
均
世
帯
⼈
員
︵
⼈
／
世
帯
︶
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2,00

4,00

6,00

8,00

10,00

12,00

将来⼈⼝推
本町の将来人

の 93％程度

一方で、少子

-4 年齢 3

人研推計準拠

0年以降を修正

1,60

6,00

2,61

10,2

0

00

00

00

00

00

00

2015
（実績

（⼈）

(25.6

(58.7

(15.7

推移 
人口をみると

になると推計

子高齢化は拡

区分別将来⼈

（東神楽町人口

正） 

09 1

07 5

17 2

233 10

5年
績）

20

0〜1

6%) (2

7%) (5

7%) (1

と、2020 年を

計されます。

拡大し 2040

⼈⼝の推移

口ビジョン）に

 

,427 

,893 

,948 

0,268 

020年

14歳

8.7%)

57.4%)

3.9%)

6 

を境に緩やか

。 

年の高齢化率

に基づく推計値

1,255 

5,746 

3,160 

10,161 

2025年

15〜6

(31.1%)

(56.5%)

(12.4%)

かに減少し、約

率は約 40％

値（ただし 20

1,101 

5,538 

3,353 

9,992 

2030年

64歳

(33.6%)

(55.4%)

(11.0%)

約 20 年後の

まで増加しま

15（平成 27）

1,045 

5,176 

3,557 

9,778 

2035年

65歳以

(36.4%)

(52.9%)

(10.7%)

2040 年では

ます。 

年の実績を踏

1,01

4,76

3,76

9,54

2040年

以上

(39.5%

(49.9

(10.6

は 2015

踏まえ、

0 

1 

9 

0 

年

%)

%)

%)
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資料

市街化区域

条丁目別人

市街化区域

ら平成 27 年

箇所は 25 箇

この 10 年間

大している一

特に、ひじ

少率が 10％

-5 市街地区

：国勢調査 

域内⼈⼝ 

人口増減率 

（中央市街地

年にかけて増

箇所（東聖・

間でひじり野

一方で、中央

り野地区は平

を超えていま

区域 条丁⽬

地・ひじり野

増加した箇所

中央を含む

野地区は新た

央市街地・ひ

平成元年以降

ます。 

⽬別⼈⼝増減

 

7 

野）における

所は 24 箇所

）です。 

に宅地造成

ひじり野両地

降に造成され

減率（平成 1

る条丁目別人

（ひじり野６

（ひじり野６

地区とも人口

れた新しい市

17→平成 27

人口推移をみ

６～10 丁目を

６～10 丁目）

口減少地区が

市街地ですが

7 年） 

みると、平成

を含む）、減

）され、市街

がみられます

が、９箇所は

17 年

減少し

街地が

。 

は人口



8 

② 条丁目別将来人口増減率 

市街化区域における条丁目別将来人口推移をみると、2015（平成 27）年から 2040 年に

かけて増加箇所は 20 箇所、減少箇所は 28 箇所（東聖・中央を含む）と推計されます。 

ひじり野地区は大半が増加傾向となっている一方で、中央市街地地区の中心部は減少

傾向であり、中心市街地の空洞化が懸念されます。 

 

図２-6 市街地区域 条丁⽬別将来⼈⼝増減率（2015（平成 27）→2040 年） 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
※国勢調査（2015（平成 27）年）人口から社人研推計準拠（東神楽町人口ビジョン）に基づく推計値（2040

年） 
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資料：

市街化区域

市街化区域の

（東聖・中央

中央市街地地

ます。 

また、ひじり

-7 市街地区

：国勢調査 

域内⾼齢化率

の条丁目別高

央を含む）で

地区はひじ

り野地区では

区域 条丁⽬

率 

高齢化率をみ

です。 

り野地区に比

は、宅地造成

⽬別⾼齢化率

9 

みると、平成

比べ高齢化が

の時期によ

率（平成 27

 

成 27 年では、

が進んでおり

って高齢化率

年） 

、高齢化率

り、特に中心

率が異なって

40％以上が

心部が高くな

ている状況で

10 箇

なって

です。 
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資料：

1

2

3

4

5

6

総
農
家
⼾
数
︵
⼾
︶

2,000

3,000

4,000

5,000

6,000
（百万

産業構造）

農業・⼯業
農業は、平成

少しており、
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図 ２-10 経営耕地⾯積規模別農家⼾数の割合の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：東神楽町史、農林業センサス 

 

表 ２-1 経営耕地総⾯積と農家 1 ⼾当たりの⾯積の推移 
（単位：ha、⼾）

  経営耕地総⾯積 農家⼾数 農家 1 ⼾当たり⾯積 
平成 7 年 3,080 530 5.8 
平成 12 年 2,942 408 7.2 
平成 17 年 3,263 328 9.9 
平成 22 年 3,111 271 11.5 
平成 27 年 3,074 211 14.6 

資料：東神楽町史、農林業センサス 

 

図２-11 ⼯業の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：工業統計調査（H24 のみ経済センサス活動調査） 
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図２-14 産業別就業⼈⼝の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 

 

 

図２-15 就業⼈⼝の従業地の推移 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：国勢調査 
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⾯積
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⽬ ⽥ 
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② 地価 

町内の地価推移をみると、平成 19 年から 29 年にかけて下落しており、下落率は約 25％

です。市街化区域をみると、ひじり野地区の地価が中央市街地地区に比べて高く、10 年

間の下落率も抑えられています。 

 

表２-3 地価（⽤途 住宅）の推移 

番号 所在 法規制 地積
（㎡）

地価（円／㎡） 増減  
（円） 

H24／
H29 H19 H29 

1 東神楽町ひじり野北１条 
１丁⽬９５番１００ 

市街化 
区域 

第⼀種低層 
住居専⽤地域 224 23,500 18,700 -4,800 79.6%

2 東神楽町北１条 
⻄１丁⽬３０５番６３ 

市街化 
区域 

第⼆種中⾼層
住居専⽤地域 449 15,400 11,000 -4,400 71.4%

市街化区域 住宅 平均 19,450 14,850 -4,600 76.3%

3 東神楽町字東神楽 
１１７番２２ 

市街化 
調整区域 － 311 7,500 5,000 -2,500 66.7%

住宅 平均 15,467 11,567 -3,900 74.8%
資料：国土交通省 土地総合情報ライブラリー 

 

 

③ 低未利用地 

平成 21 年度の市街化区域内における低未利用地※1（宅地（未利用宅地・資材置き場・

青空駐車場等）、農地）の状況をみると、中央市街地地区は約 14ha、ひじり野地区※2が

約２ha であり、合わせて約 16ha となっています。市街化区域 256ha の約６％程度です。 

中央市街地地区では一定程度の広さを持つ低未利用地がわずかにあるものの、ひじり

野地区においては、戸建宅地程度の低未利用地が点在する程度となっています。 

 

表 ２-4 低未利⽤地の状況                      （単位：㎡） 
  宅地 農地 合計 
中央市街地地区 92,727 42,476 135,203 
ひじり野地区 19,174 3,141 22,315 

合計 111,901 45,617 157,518 
資料：平成 21 年度旭川圏都市計画基礎調査 

※1 調査時点から平成 29 年８月現在において、用途変換された箇所は除外した（東神楽町調べ）。 

※2 ひじり野６～10 丁目は当時造成中であり、現在と著しく状況が異なるため除外とした。 
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図 ２-19 低未利⽤地の状況（中央市街地地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 ２-20 低未利⽤地の状況（ひじり野地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

資料：平成 21 年度旭川圏都市計画基礎調査 

※調査時点から平成 29 年８月現在において、用途変換された箇所は除外した（東神楽町調べ）。また、ひ

じり野６～10 丁目は当時造成中であり、現在と著しく状況が異なるため除外とした。 
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す。 
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用の適正化及

活環境の保全

では、適正な

⾯

専⽤地域 
居専⽤地域
居専⽤地域

、南町地区、ひ
さくら町地区
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鷹栖町と広域

このうち 256

,344ha（同

秩序ある都市

の市街化区域

種低層住居専

商業地域）が

炎延焼防止を

及び効率化を

全に資するこ

都市機能と健

⾯積（ha）
2,600.0 

256.0 

99.0 
30.0 
31.0 
33.0 
6.3 

13.0 
4.1 

15.0 
26.0 

257.4 

17.0 

26.0 

ひじり野地区、
区、ひじり野⻄地

域連携のもと

6ha（都市計画

91.2％）は市

市計画を推進

域は、各々全

専用地域～第

が約７％、工

を目的として

を図るため、

ことを目的と

健全な都市環

構成⽐ 
- 決

- 決

38.5% 決
11.7%
12.0%
12.8%
2.4%
5.1%
1.6%
5.8%

10.1%
100.0%

- 決

- 決

地区） 
決

とに旭川圏都

画区域の 9.

市街化調整区

進しています

全長２km 程度

第二種住居地

工業系（準工

て準防火地域

必要な建築

として、特別

環境を確保す

決定 昭和 44
決定 昭和 45
最終変更 平成
決定 昭和 45
最終変更 平成
 
 
 
 
 
 
 
 

決定 昭和 48
最終変更 平成
決定 平成 3 年
最終変更 平成
決定 昭和 45
最終変更 平成

都市計画区域

8％）が中央

区域に指定し

す。 

度のコンパク

地域）が用地

工業地域、工

域が指定され

築物の制限又

別工業地区が

するため地区

備考 
4 年 12 ⽉ 26
5 年 7 ⽉ 1 ⽇ 
成 21 年 3 ⽉ 3
5 年 9 ⽉ 14 ⽇
成 21 年 3 ⽉ 3

8 年 5 ⽉ 22 ⽇
成 10 年 3 ⽉ 3
年 3 ⽉ 28 ⽇ 
成 3 年 10 ⽉ 2
5 年 7 ⽉ 1 ⽇ 
成 21 年 3 ⽉ 3

域を形

央市街

してお

クトな

地地域

工業地

れてい

又は禁

が定め

区計画

⽇ 

31 ⽇ 
⽇ 
31 ⽇  

⽇ 
31 ⽇ 

22 ⽇ 

31 ⽇  
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図２-22 ⽤途地域図（中央市街地地区） 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図２-23 ⽤途地域図（ひじり野地区） 
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道鷹

都

東旭

備が

 

表２-
種

幹線街

  

  
  
区画街

 

 

② 

本

ケー

都

緑地

 

表２-
種

街区公
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
近隣公
  
  
  

 

表 ２
種

都市緑
  

基盤施設 

道路 

本町の道路網

鷹栖東神楽線

都市計画道路

旭川東神楽通

が進められて

-6 都市計画
種別 路

街路 東神楽

空港通

東旭川

街路 東聖団
合計 

公園緑地 

本町の公園

ーションの場

都市計画公園

地が２カ所

-7 都市計画
種別 公
公園 緑町

新町
ひま
すみ
北町
すず
あさ
あじ
南町
はま
ちゅ

公園 義経
ひじ
ひじ

合計 

２-8 都市緑
種別 公
緑地 新栄

ひじ
合計 

網は、市街地

線を中心に縦

路は、４路線

通（（仮称）

ています。ま

画道路の現況
路線名 

楽線 

通 

川東神楽通 
⼩計

団地通 

・緑地は、地

場として利用

園は、街区公

（2.31ha）都

画公園の現況
公園・緑地名 
町公園 
町公園 
まわり公園 
みれ公園 
町公園 
ずらん公園 
さがお公園 
じさい公園 
町公園 
まなす公園 
ゅーりっぷ公園 

⼩計 
経公園 
じり野公園 
じり野⻄公園 

⼩計 

緑地の現況 
公園・緑地名 
栄緑地 
じり野⻄緑地 

地で交差する

縦横に延びる

線、総延長

旭川東神楽

また東神楽線

況 
延⻑(ｍ) ⾞

10,590 

4,770 

10,100 
25,460 
1,730 

27,190 

地域住民の日

用されていま

公園が 11 カ

都市計画決定

況 
⾯積（ha）

0.08
0.09
0.20
0.20
0.21
0.23
0.23
0.29
0.10
0.22
0.25
2.10
2.30
2.10
2.00
6.40
8.50

⾯積（ha）
2.10
0.21
2.31

22 

る２本の幹線

る町道が整備

27,190ｍが都

楽道路）は、

線は現在改良

⾞線の数 幅員

２⾞線 

２⾞線 

４⾞線

２⾞線

日常的な憩い

ます。 

所（2.10ha）

定されていま

8 決定 昭和
9 決定 昭和
0 決定 平成元
0 決定 平成元
 決定 平成
 決定 平成
 決定 平成

9 決定 平成
0 決定 平成
2 決定 平成
5 決定 平成
0 
0 決定 昭和
0 決定 平成元
0 決定 平成
0 
0

0 決定 平成
 決定 平成
 

線道路である

備されていま

都市計画決定

平成 24 年に

良中です。その

員(ｍ)

22 決定
最終変

20 決定
最終変

24 決定

16 決定

いと安らぎの

）、近隣公園

ます。 

52 年 3 ⽉ 2 ⽇
52 年 3 ⽉ 2 ⽇
元年 5 ⽉ 25 ⽇
元年 5 ⽉ 25 ⽇
11 年 6 ⽉ 18
11 年 6 ⽉ 18
11 年 6 ⽉ 18
12 年 3 ⽉ 31
13 年 12 ⽉ 1
19 年 11 ⽉ 6
21 年 3 ⽉ 31

52 年 9 ⽉ 3 ⽇
元年 5 ⽉ 25 ⽇
21 年 3 ⽉ 31

4 年 6 ⽉ 2 ⽇
11 年 6 ⽉ 18

る道道東川東

ます。 

定されていま

に都市計画決

の他の路線は

備考
昭和 12 年 12

変更 平成 21 年
昭和 47 年 5 ⽉

変更 平成 17 年
平成 24 年 6 ⽉

平成元年 5 ⽉

の場として、

園が３カ所

備考
⽇ 変更 昭和
⽇ 変更 昭和
⽇
⽇
8 ⽇
8 ⽇
8 ⽇
1 ⽇
12 ⽇
6 ⽇
1 ⽇

⽇ 変更 平成
⽇ 変更 平成
1 ⽇

備考
⽇ 変更 平成 2
8 ⽇

東神楽旭川線

ます。そのう

決定され、現

は整備済みで

考 
2 ⽉ 10 ⽇  
年 3 ⽉ 31 ⽇ 
⽉ 17 ⽇  
年 8 ⽉ 2 ⽇ 
⽉ 8 ⽇ 

⽉ 25 ⽇ 

また、コミ

（6.40ha）、

和 61 年 2 ⽉ 5
和 61 年 2 ⽉ 5

成 2 年 3 ⽉ 1 ⽇
成 7 年 1 ⽉ 27

28 年 2 ⽉ 9 ⽇

線、道

うち、

現在整

です。 

ミュニ

都市

⽇
⽇

⽇ 
⽇

⽇ 
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③ 河川 

本町には、一級河川の忠別川、ポン川、八千代川、稲荷川、志比内川の５河川が流れ

ており、本町の水田農業の発展を支えるとともに、忠別川河川敷には、パークゴルフ場

やサイクリングロードが整備され、憩いの空間が創出されています。 

町内の河川のうち、忠別川の 2,200ｍが都市計画決定されています。 

 

表２-9 都市計画河川の現況 
河川名 幅員（ｍ） 延⻑（ｍ） 構造 備考 

忠別川 275〜487 2,200 堤防式複断図 決定 平成元年６⽉１⽇ 

 

 

④ 上下水道 

本町の上水道は、豊富で良好な地下水に恵まれているため、高台地区の一部を除き、

住宅団地内の専用水道ほか、各戸で地下水を利用しています。 

近年は市街地整備にあわせて上水道の整備が行われており、給水人口は 6,788 人（平

成 27 年３月 31 日現在）です。 

公共下水道は、生活環境および公衆衛生の向上と河川など公共用水域の水質保全が図

るため、整備が進められています。 

町内は公共下水道認可区域面積 257ha のうち、235.1ha が整備され（平成 27 年３月

31 日現在）、整備率は、91.5％、水洗化率は 99.9％となっています。 

 

表２-10 都市計画下⽔道の現況 
名称 排⽔区域（ha） 備考 

旭川公共下⽔道 （東神楽町） 257 決定 昭和 54 年 10 ⽉ 8 ⽇ 
最終変更 平成 21 年 3 ⽉ 31 ⽇ 

 

図 ２-24 都市計画下⽔道の現況 
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-25 都市機
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交通 ）

公共交通の
公共交通機関

路線、ひじ

ルバス３路線

中央市街地地

ひじり野地区

４月現在）、

現在）あり定

また、旭川空

による国際線

超えています

-26 公共交

の現状 
関としては、

り野から旭川

線が運行され

地区は、全路

区を経由し、

、加えてひじ

定期的に運行

空港は東京な

線の強化を図

す（平成 28

交通（バス停

旭川電気軌

川駅へのバス

れています。

路線が停車す

旭川駅へ向

じり野１条１

行されていま

などの国内線

図るなど高い

年度 旭川

停）の⽴地状

 

25 

軌道により東

ス路線が１路

 

するバスター

向かう路線は

１丁目を発着

ます。 

線のほか国際

い利便性を有

市統計書）

状況と徒歩圏

東神楽 20 号か

路線開設され

ーミナルがあ

は６～22 時台

着とする便が

際線も運航さ

有しており、

。 

（400ｍ）

から旭川市内

れているほか
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台に１日 16

が往復７便程

され、空港タ

航空旅客数
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また中央市街
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程度（平成 29
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る項目は「役
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6.9 

6.7 

5.9 

9.1 

6.9

6

10.2 5

0%

ち

のまち

方から

％）。 

ます。 

適で安

で「人

ます。 

・教育

環境の

祉の充

「やや

役場な

街地が

、「住

とな

 

6.7 

2.6 

2.3 

5.1 

100%



図２-
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３
東

口減

囲に

って

を現

年

 

 

⑫ 活発
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現状のまま維

年代別にみる

① 東神
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⑯ ⽼朽
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院、公共施設

りの税負担が

維持していく

ると、全ての

神楽のシンボル的

② 交通の利便

た歩道など道路の歩

幹線道路への交通

が少なく⼟地が有

く建ち並ぶ住宅街
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展のために行

に柔軟に対応

設などを集め
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通アクセス性

有効に活⽤

街のイメージ

ビスが充実

施設が充実

施設が充実

存したまち

のにぎわい

による活気

どりの充実

並み・景観

しての魅⼒

住宅が更新

29 

（市街地別）

くべきまちづ
行っていくべ

応できるよう

める」が 78.

も、現状の道
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情
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の重点対策に
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2.1％、「公

づくりの重点
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a．
本

市街

地が

将

と推

ア

性に

で移

よ

と

よ

トな

 

b．
中

中央

設が

ア

区が

イメ

将

要が

 

c．
本

施設

今

る

地域

 

 

まちづくり

本町の都市計

題を整理しま

安全・快）

コンパクト
本町は近年、

街化区域であ

が形成され、

将来の人口推

推計され、緩

アンケート調

について「人

移動できる範

よって、今後

もに、市街化

う住み替えを

なまちづく

２つの市街
中央市街地

央市街地地区

が集約してい

アンケート調

が「役場な

メージ」で

将来的な人口

があります。

公共施設等
本町の財政は

設を維持した

今後も無秩序

とともに、老

域に機能を集

りに向けた

計画を取り巻

ます。 

快適に暮らせ

トな中央・ひ
、計画的なひ

ある中央市街

、無秩序な市

推移をみると

緩やかに減少

調査結果では

人口減少や税

範囲に店舗、

後は宅地開発

化区域内で人

を促進させ、

りを維持する

街地特性を活
・ひじり野地

区の人口減少

いるとともに

調査結果によ

ど行政サービ

した。 

口減少等を踏

。 

等の適切な維
は、今後歳入

た場合の更新

序な市街地拡

老朽化した公

集約するなど

た課題 

巻く現状や町

せる市街地の

ひじり野地区
ひじり野地区

街地・ひじり

市街地拡大を

と、約 20 年後

少する見込み

は、持続的な

税収の減少な

病院、公共

発による市街

人口減少が進

、市街地の拡

る必要があり

活かした良好
地区の市街化

少・高齢化が

に、浸水想定

よる市街地の

ビスが充実」

踏まえ、両地

維持管理 
入が減少する

新費用は多額

拡大を抑制し

公共施設につ

ど効果的・効
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町民意向結果

の形成 

区市街地の維
区の宅地開発

り野地区はと

を抑制してき

後の 2040 年

みです。 

な発展のため

などに柔軟に

共施設などを

街地拡大では

進む地区につ

拡大を抑制し

ります。 

好な居住環境
化区域を比べ

が顕著です。

定区域外とな

のイメージで

」、ひじり野

地区の特性を

ることが予想

額の費用が必

し、効率的な

ついては、将

効率的な維持

果を踏まえ、

維持 
発によって人

ともに全長２

きました。

年で 2015（平

めに行なって

に対応できる

を集める」が

はなく、未利

ついては、空

した現在の人

境を形成 
べると、将来

。一方で、中

なっています

で共感が高か

野地区が「住

を活かした良

想される一方

必要になると

な道路・上下

将来のまちづ

持管理を図る

今後のまち

人口が増加し

km 程度のコ

平成 27）年の

ていくべきま

るよう、徒歩

が約８割を占

利用地を効果

空き家等の発

人口密度を維

来の人口密度

中央市街地地

す。 

かった項目は

住宅が多く建

良好な居住環

方で、町内に

と想定されて

下水道等のイ

づくり方針と

る必要があり

ちづくりに向

してきました

コンパクトな

の 93％程度で

まちづくりの

歩や公共交通

占めています

果的に活用す

発生が抑制さ

維持したコン

度や高齢化率

地区は都市機

は、中央市街

建ち並ぶ住宅

環境を形成す

にある現状の

ています。 

インフラ維持

と合わせた適

ます。 

向けた

たが、

な市街

である

の方向

通など

。 

すると

される

ンパク

率は、

機能施

街地地

宅街の

する必

の公共

持を図

適正な
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町

町民

北海

す。

ま

は一

つい

高

じ

 

e．
ア

心な

忠

設等

備え

町民
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a．
大

土地

と協

ま

間の

 

b．
本

観光

性化

 

c．
近

向で

市街

進め

 

道路・交通
町内の道路に

民と協働によ

海道や周辺市

。 

また、本町の

一貫して増加

いて「バスな

高齢社会にお

り野間の交通

災害に備え
アンケート調

な住環境の整

忠別川・ポン

等の耐震化

えたまちづ

民が安心して

地域資源）

⼤雪⼭・⽥
大雪山連峰を

地利用を進め

協働で景観の

また、河川敷

の創出など地

旭川空港周
本町には年間

光客をもてな

化を促進する

旭川市隣接
近年における

です。旭川市

街地・ひじ

めていく必要

通網の充実に
については、

よる道路の維

市町との連携

の公共交通は

加している状

などの公共交

おいては、自

通網の充実な

えた安全・安
調査結果では

整備を優先す

ン川など河川

・不燃化、公

くりを進める

て暮らせる居

源を活かした

⽥園⾵景・河
を望む豊かな

めるとともに

の形成を進め

敷を利用した

地域活性化に

周辺の機能充
間 110 万人

なす景観形成

る環境整備が

接などの⽴地
る農業・工業

市隣接や旭川

り野地区の都

要があります

による⾃動⾞
歩道段差を

維持を進める

携のもとに総

はバス路線の

状況です。ア

交通機関対策

自動車に依存

など町民にと

安⼼なまちづ
は、まちづく

する快適住環

川の治水整備

公園の適正な

るとともに、

居住環境を整

たまちづくり

河川などの⾃
な自然や田園

に、市街地に

めることが重

た水辺空間や

に貢献するま

充実 
人が利用する

成を推進する

が必要です。

地条件等を活
業・商業の推

川空港を有す

都市機能の集

す。 
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⾞に依存しな
を解消するな

るとともに、

総合的な道路

のみであり、

アンケート調

策」が最も多

存しないまち

とって利用し

づくり 
くりの方向性

環境のまち」

備を北海道と

な配置による

、地域住民と

整備する必要

り 

⾃然に包まれ
園風景、丘陵

については、

重要です。

や森林地域な

まちづくりが

旭川空港が立

るほか、観光

 

活かした産業
推移は、縮小

する立地条件

集約・誘導に

ないまちづく
などユニバー

、隣接する旭

路交通網の整

、町民の自動

調査結果では

多くなってい

ちづくりが重

しやすい交通

性（将来像）

が最も多く

とともに引き

る延焼防止や

と連携した防

要があります

れたまちづく
陵地など本町

、街路樹・花

など自然を生

が必要です。

立地していま

光拠点などを

業活性化 
小傾向であり

件を活かした

による魅力あ

り 
ーサルデザイ

旭川市への道

整備を促進す

動車保有状況

は、まちづく

います。 

重要であり、

通網の整備が

について

なっていま

き続き推進す

や避難場所の

防災・避難訓

す。 

り 
町の特性を活

花壇、街区公

生かしたレク

 

ます。空港周

を整備するな

り、町内の就

た農業・工業

ある商業業務

ンによる整

道路網の整備

する必要があ

況をみると、

くりの重点対

中央市街地

が重要です。

「快適で安全

ます。 

するほか、公

の確保など災

訓練等の実施

活かした計画

公園など地域

クリエーショ

周辺について

など、町内産

就業人口も減

業の展開や、

務地の形成な

備や、

備など

ありま

近年

対策に

地・ひ

 

全・安

公共施

災害に

施など

画的な

域住民

ョン空

ては、

産業活

減少傾

中央

などを
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章 まちづ

まちづくり

将来像 ）

豊かな

本町は、肥沃

近郊で、旭川

の好条件を生

しかしなが

、持続可能な

に、町の特性

とのコミュニ

。 

北海道が平成

ても、地域の

環の取組」、

ことを方向性

以上から、本

くり」と定め

りの形成を目

基本⽬標）
東神楽町の

３つに定めま

．旭川圏・⼤
本町の旭川市

大な田園風景

取り巻く環境

．安全・安⼼
子どもから高

成、商業機能

クトな市街地

づくりの全

りの将来像

な⾃然のも

沃な大地から

川空港などを

生かしたひ

ら、将来的に

なコンパク

性を最大に生

ニケーション

成 28 年７月

の特性を踏ま

、「生活を支

性として示し

本計画の将来

め、町民一人

目指します。

標 
目指すまちづ

ます。 

⼤雪⼭などの
市に隣接し、

景などの自然

境を活かした

⼼に暮らせる
高齢者、障が

能の集積、道

地を活かした

全体構想

像 

もと、活⼒

ら受ける豊か

を有する交通

じり野地区の

には人口減少

トな市街地形

生かした産業

ンを最大限に

に策定した

まえ、「コン

支える取組」

しています。

来像を「豊か

人ひとりが東

 

づくりの将来

の環境を活か
旭川空港を

然環境、これ

た都市基盤の

るコンパクト
がい者など誰

道路環境の整

た、自動車に
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に満ち暮ら

かな恵みとと

通の要衝とい

の住宅地開発

少が見込まれ

形成と農村地

業が活性化す

に生かした協

「「北の住

ンパクトなま

」を、持続可

 

かな自然のも

東神楽町で暮

来像の実現に

かした都市基
を有する立地

れらを広域的

の形成を進め

トな中央・ひ
誰もが安全

整備・公共交

に依存しない

らし続けら

ともに、北海

いった優れた

発等により着

れ、高齢化が

地域における

する都市基盤

協働のまちづ

まいるタウン

まちづくりの

可能な地域づ

もと、活力に

暮らし続けて

に向けて、ま

基盤の形成
地特性、大雪

的につなぐ交

めます。 

ひじり野市街
・安心・快適

交通の充実な

いまちづくり

れるまちづ

海道の第２の

環境を有して

着実に人口増

が一段と進展

るまちづくり

盤の形成など

づくりを進め

ン」の基本的

の取組」、

づくりに向け

に満ち暮らし

ていきたいと

まちづくりの

山連峰を望み

交通ネットワ

街地の形成 
適に暮らせる

などを進める

りを進めます

づくり 

の都市である

ています。ま

増加してきま

展する中にお

りを展開する

ど、住民同士

めることが大

的な考え方」

「低炭素化・

けて一体的に

し続けられる

と思われるま

の基本目標を

み、複数の河

ワークなど、

るような住宅

るとともに、

す。 

る旭川

また、

ました。 

おいて

るとと

士や行

大切で

にお

・資源

に進め

るまち

まちづ

を以下

河川、

本町

宅地の

コン
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３．町内の活⼒を創造する産業とまちの形成 
旭川空港を有し、それに伴う広域交通網を活かした観光・商工業・農業など各産業が

互いに連携した産業の活性化と、住民と協働によるまちづくりや住民によるまちづくり

活動など、町内の活力を生み出すまちづくりを進めます。  
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9,4

9,6

9,8

10,0

10,2

10,4

10,6
（⼈

将来予測）
本町の人口は

した。 

国立社会・人

ることが予測

は、2030 年ま

（住民基本台

本計画におい

原則としたま

今後は、これ

維持しなが

将来目標に向

-1 将来目標

口ビジョン（住

口ビジョン（国

人研（国調ベー

10,339 

10,233 

400

600

800

000

200

400

600

2015
（H27）

実績

⼈）

測⼈⼝ 
は、2015（平

人口問題研究

測されていま

まで増加し、

台帳）以上確

いては、国立

まちづくりを

れまでのよう

ら、前述のよ

向けて上記予

標人口の設定

住基ベース）

国調ベース）；

ース）：社人研

27）年

2020 20

⼈⼝ビジョン（

⼈⼝ビジョン（

社⼈研（国調

平成 27）年の

究所（社人研

ますが、長期

その後減少す

確保すること

立社会・人口

を形成するも

うな人口増加

ように少子高

予測人口以上

定 

：東神楽町人口

上記から、平

たもの 

研推計準拠（東

年の国勢調査実

 

25 2030

（住基ベース）

（国調ベース）

調ベース）
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の国勢調査で

研）に基づく

期的な将来人

するとされて

とが目標とし

口問題研究所

ものとし、20

加に対応する

高齢化に対応

上となるよう

口ビジョンで示

平成 27 年の住民

東神楽町人口ビ

実績を踏まえ、

10,547 

10,441 

9,778 

20352037
⽬標

では 10,339 人

く推計では、

人口目標を掲

ています。ま

して掲げられ

所（社人研）

037 年は約 9

るまちづくり

応したまちづ

う取り組みま

示された将来人

民基本台帳人

ビジョン）に基

、2020 年以降

10,434 

10,328 

9,683 

9,540 

7
標

2040 2

人となり初め

2020 年を境

げる「東神楽

また、2060 年の

れています。

に基づく推

9,600 人と設

りではなく、

づくりを進め

ます。 

人口推移 

口と国勢調査人

基づく推計値

を修正） 

2045 2050

めて１万人を

境に緩やかに

楽人口ビジョ

の総人口を

 

推計に沿った

設定します。

現在の人口

め、人口ビジ

人口の差を反

（ただし 2015

0 2055

を越え

に減少

ョン」

9,500

た人口

 

口規模

ジョン

映させ

（平成

9,513 

2060
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a．
本

旭川

通体

ま

が形

ます

づ

 

b．
都

活

地

成

広

道

す

設

ま

 

c．

れ

成

 

将来都市）

全体構成 
本町は、旭川

川空港を中心

体系が進めら

また、町内は

形成され、農

す。 

このような立

くりを形成

交流軸の形
都市交流軸 
旭川都市部

活を潤すサー

地間の交通網

成します。 

⾃然交流軸 
本町に沿っ

リエーション

広域交流軸 
町内に所在

道縦貫自動車

す。さらに旭

設されてお

ます。 

市街地構成
中央市街地地
本町の中心

ともに、その

れるなか、高

また、旭川

成します。 

市構造 

川都市部から

心とした北海

られています

は中央市街地

農村地域が周

立地特性を活

します。 

形成 

部への通勤

ービス・景観

網の充実によ

って流れる忠

ン空間、環境

在する旭川空

車道を経由

旭川空港から

り、これらの

成 
地区 
心拠点として

の周辺に花の

高齢者がいつ

川空港からの

ら大雪山連峰

海道縦貫自動

す。 

地地区、ひじ

周囲を形成し

活かして、次

・通学・物流

観の形成など

より、互いの

忠別川をはじ

境保全空間を

空港からは、

した道北・オ

らは、東京、

の交通網を活

て役場、医療

のまちとして

つまでも快適

の広域交通体
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峰へとつなが

動車道、観光

じり野市街地

していること

次の都市構造

流など主要軸

どを進めます

の都市機能を

じめ、森林、

を形成します

、道内有数の

オホーツク圏

、大阪、名古

活かした交通

療、文化、商

ての良好な住

適に暮らせる

体系を活かし

がる延長線上

光地である美

地地区の異な

とにより、自

造を展開し、

軸として、道

す。また東神

を補完した利

、河川、田園

す。 

の観光地であ

圏を結ぶ広域

古屋の三大都

通網の充実、

商業、交通な

住宅街を形成

るコンパクト

して、工業

上に立地して

美瑛・富良野

なる特性を持

自然豊かな市

町民が快適

道路網・公共

神楽・ひじり

利便性の高い

園などの自然

ある美瑛・富

域交通体系が

都市圏をはじ

産業空間の

などの都市機

成し、高齢化

トなまちづく

・流通拠点と

ています。ま

野方面への広

持つ２つの市

市街地となっ

適に暮らせる

共交通の充実

り野市街地の

いまちづくり

然を活かした

富良野方面、

が形成されて

じめ、国際線

の形成などを

機能を集約す

化の進展が予

りを形成し

となるエリア

また、

広域交

市街地

ってい

るまち

実、生

の市街

りを形

たレク

北海

ていま

線が開

を進め

すると

予測さ

ます。 

アを形



ひ

す

住

d．
  

図

な

業

点

 

 

ひじり野市街
本町の生活

する立地を活

また、近年

住民同士の協

 

農村地域 
２つの市街

図り、田園風

など進めます

業振興に寄与

点を踏まえ検

街地地区 
活拠点として

活かして、旭

年形成された

協働によるま

街化区域外の

風景を保全す

す。また、旭

与する都市的

検討を進めま

て、日常生活

旭川都市部へ

た市街地であ

まちづくりを

の農村地域に

するとともに

旭川空港周辺

的土地利用の

ます。 
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活サービス機

への交通軸を

あることから

を進めます。

については、

に、農村集落

辺においては

の可能性につ

機能を集約す

を充実します

、良好な居住

 

、市街化調整

落周辺の道路

は交通利便性

ついて、周辺

するとともに

す。 

住環境を維持

整区域として

路整備、地域

性の高さを活

辺環境の保全

に、旭川市に

持するととも

て市街化の抑

域交流機能の

活かし、地域

全、調和など

に隣接

もに、

抑制を

の設置

域の産

どの観
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⼟
地

利
⽤

構
成

・
将

来
都

市
構

造
図

 



２ 

（１
 

 

○ 

ま

○ 

○ 

よ

○ 

工

○ 

 

 

a．
○ 

活

○ 

制

○ 

持

○ 

た

○ 

○ 

を

 

     
2 グリ
3 地区

まちづくり

⼟地利⽤）

東神楽町の

ます。 

無秩序な市

現在の市街

より、機能的

都市計画用

工場系地域等

農村地域に

した取り組み

住宅地の基
住宅地の整

活圏を単位と

ライフタイ

制し、安全な

地区計画3

持保全を図

ひじり野市

た利便性の高

町民・事業

公営住宅に

を検討し、良

          

リーンツーリズ

区計画：都市計

みて、

全する

りの基本⽅

の基本⽅針

地域の
快適で

の将来市街地

市街地拡大を

街地内にある

的で効率的な

用途地域につ

等を適正に配

におけるグリ

みも検討しま

基本⽅針（市
整備は、通勤

とし、安全で

イルの変化に

な住宅地づく

3を定めた住

ります。 

市街地地区の

高い住宅地の

業者等が自発

については、

良好な居住環

          

ズム：農村地域

計画法に定めら

一帯としてそ

るための計画の

⽅針 

針 

の特性を⽣
で安⼼して

地においては

を行わず、コ

る未利用地の

な土地利用を

ついては、計

配置します。

リーンツーリ

ます。 

市街化区域内
勤、通学のた

で快適な居住

に対応した住

くりを行いま

宅地について

の幹線道路沿

の形成を進め

発的にまちづ

、公営住宅施

環境の保全に

 

    

域において、自

られた地区のひ

それぞれの区域

のこと。 
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⽣かした⼟
て暮らせる

は、将来目標

コンパクトな

の有効活用、

を進めます。

計画的に見直

 

リズム2の展開

内） 
ための公共交

住環境の形成

住宅の住み替

ます。 

ては、今後も

沿道等におい

めます。 

づくり活動を

施策の基本と

に努めます。

自然・文化・人

ひとつ。建築物

域の特性にふさ

⼟地利⽤
る住環境

標人口に対応

なまちづくり

、既存住宅

 

直しを行い、

開により、多

交通や買い物

成に努めます

替えなどによ

も低層住宅地

いては、商業

を行う際に、

となる計画の

 

人々との交流を

物の形態、公共

さわしい態様を

の推進 
の整備 

応した土地利

りを進めます

・建築物の住

住居系地域

多様なライフ

物等が徒歩圏

す。 

よって、空き

地として良好

業機能等の都

適切な支援

の中で適切な

を楽しむ滞在型

共施設その他の

を備えた良好な

利用の展開を

す。 

住替え、改築

域、商業系地

フスタイルに

圏となる日常

き家等の発生

好な居住環境

都市機能が備

援を行います

な維持、建替

型余暇活動のこ

の施設の配置等

な環境を整備及

を図り

築等に

地域、

に対応

常の生

生を抑

境の維

備わっ

。 

替方策

こと。 

等から

及び保



b．
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よ

設

進

○ 

生

業

 

 

c．
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利

○ 

規

 

 

d．
○ 

え

○ 

整

観

す
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○ 

の

観

 

 

商業業務地
中央市街地

より、活気あ

日常生活サー

設については

進めます。 

ひじり野市

生活に欠かせ

業機能を誘導

⼯業地の基
東神楽工業

利用地の利用

地場産業の

規格道路等の

農村地域
農地の保全

えるとともに

主要幹線道

整備構想など

観光振興等に

す。 

空き家等の

農業体験

の展開、東神

観光の推進を

地の基本⽅針
地地区におい

あふれる地域

ービスを補完

は、規模・機

市街地地区に

せない、日常

導します。 

基本⽅針 
業団地につい

用促進を図り

の振興と産業

の高速交通体

（市街化調整
全に関しては

に、農林業の

道路沿道や旭

どの産業振興

による地域再

の発生を抑制

・農産物など

神楽町ならで

を図ります。

針 
いては、行政

域コミュニテ

完する商業施

機能などを踏

においては、

常生活サービ

いては、敷地

りながら、効

業構造の高度

体系の整備に

整区域）の基
は、市街化調

の振興、自然

旭川空港周辺

興や、既存建

再生に活用す

制し、安全性

どを生かした

ではの地域資
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政・医療・文

ティの場とし

施設の誘致を

踏まえ、集約

、良好な住宅

ビスを中心と

地内の緑化等

効率的な土地

度化を促進し

にあわせた関

基本⽅針 
調整区域とし

然環境の保全

辺、東聖・聖

建築物を地域

するなど実情

性の向上と良

たイベント

資源である花

文化の中心地

しての商業業

を図ります。

約化して整備

宅地が形成さ

とした地域に

等周辺住宅地

地利用を推進

し、併せて旭

関連産業の集

して市街化を

全に取り組み

聖台の農村集

域資源として

情に沿った秩

良好な景観形

・農家民宿な

花・家具など

地としての商

業務地を整備

また、老朽

備するなど効

されているこ

に密着した機

地との調和に

進します。 

旭川空港の機

集積を図りま

を抑制し、住

みます。 

集落周辺につ

て集落のコミ

秩序ある土地

形成の維持を

などのグリー

どを生かした

商業集積の強

備するととも

朽化が進む公

効果的・効率

ことから、住

機能的で快適

に努め、また

機能強化や地

ます。 

住環境に潤い

ついては、空

ミュニティ維

地利用を誘導

を図ります。

ーンツーリズ

た体験型・滞

強化に

もに、

公共施

率的に

住民の

適な商

た、未

地域高

いを与

空の駅

維持や

導しま

 

ズム等

滞在型
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道路・交）

広域
住⺠

広域交通体
広域的な産

るため、北海

進します。 

旭川空港所

るため、旭川

東川東神楽旭

す。 

 

-3 旭川都市

都市内幹線
東神楽町

（ひじり野大

生活道路に

保全」を図る

交通施設の基

域的な交
⺠の利便性

体系の基本⽅
産業・生活

海道縦貫自動

所在町として

川都市圏の

旭川線、道道

市圏の道路ネ

線道路網の基
と旭川市の連

大橋）の適切

については、

るため、東聖

基本⽅針 

通体系の
性向上を⽬

⽅針 
・文化等の交

動車道に接続

て、地域間の

２環状８放射

道鷹栖東神楽

ネットワーク

基本⽅針 
連絡性を向上

切な維持管理

、地区の特性

聖団地通など
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の確⽴と安
⽬指した、

交流に対応し

続する地域高

の交流促進お

射の道路ネッ

楽線、道道旭

ク（２環状８

上させるため

理、積雪期の

性を踏まえな

幹線道路を補

安全な道路
、交通確保

し、迅速かつ

高規格道路

および安全か

ットワークを

旭川空港線）

８放射） 

め、道道東川

の除排雪体制

ながら「移動

補完する区画

路環境の整
保対策の

つ円滑な自動

・東旭川東神

かつ円滑な交

を基本とした

の適切な維

川東神楽旭川

制の充実を図

動性の確保」

画道路の整備

整備 
の促進 

動車交通を確

神楽通の整備

交通体系を確

た幹線道路

維持管理を図

川線や町道旭

図ります。 

と「生活環

備を促進しま

確保す

備を促

確保す

（道道

図りま

旭東線

環境の

ます。 
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道路環境の
安全な道路

もに、歩行者

子どもや高

フリー化を促

夜間の交通

冬期間の安

ら効率的かつ

旭川市まで

ードを整備

地域住民と

公共交通対
中央市街地

は、路線網の

農村部を運

性の確保を図

中央市街地

多様化する

の充実等、住

します。 

周辺市町を

の基本⽅針 
路環境を整備

者等の安全を

高齢者、障が

促進します。

通安全や防犯

安全な交通を

つ効果的な除

でつなぐ広域

し、安全な自

との協働によ

対策の推進 
地及びひじ

の維持し、更

運行するバス

図ります。 

地地区・ひじ

る住民ニーズ

住民の利便性

を連携しなが

備促進するた

を確保するた

がい者など誰

 

犯のため、防

を確保するた

除排雪を進め

域的な自転車

自転車交通環

よる景観に配

り野市街地を

更なる充実を

ス路線につい

じり野市街地

ズを的確に捉

性の向上に努

がら、旭川空
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ため、既存道

ため、歩道の設

誰もが安心し

防犯灯・街路

ため、関係機

めるとともに

車専用道路と

環境を図りま

配慮した道路

を発着とし、

を図ります。

いては、地域

地地区を結ぶ

捉え、バス等

努めるととも

空港に連絡す

道路の拡幅お

設置等交通安

して移動でき

路灯の設置を

機関および地

に、ゆとりの

として、忠別

ます。 

路整備を行い

、旭川方面へ

 

域特性や住民

ぶ公共交通の

等の公共交通

もに関係機関

する広域的な

および舗装整

安全施設の充

きるよう、道

を促進します

地域住民との

のある道路の

別川河川敷に

います。 

へ向かうバス

民ニーズに応

のあり方につ

通路線の確保

関と連携した

な公共交通を

整備を進める

充実を図りま

道路環境のバ

す。 

の連携を図り

の整備を図り

にサイクリン

ス路線網につ

応じて更なる

ついて検討し

保やバス案内

た交通対策を

を検討します

るとと

ます。 

バリア

りなが

ます。 

ングロ

ついて

る利便

ます。 

内情報

を推進

。 
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緑
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公

い
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に

川
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○ 

理

○ 

林

 

河川・上）

安全

河川の基本
自然環境

め、また適切

忠別川やポ

を利用した運

 
 

上下⽔道の
市街化区域

図るとともに

道の整備を進

快適で潤い

解消のため、

施設・管路

化を図り、上

公園・緑地
本町におけ

緑地や市街地

地域におけ

公園、運動公

います。 

大雪山を源

に努めるとと

川敷を活用

ポン川の河

として憩い、

既存公園施

理・改修等を

自然生態系

林地、忠別川

上下⽔道・公

⾃然環境
全で安定

町⺠

本⽅針 
・生態系との

切な維持管理

ポン川の改修

運動公園や親

の基本⽅針 
域内において

に、広域的な

進めます。 

いのある生活

、計画的に下

路などについ

上下水道事業

地の基本⽅針
ける緑地系統

地を取り巻く

ける公園整備

公園を配置

源として町内

ともに、運動

します。 

河川空間にお

、楽しむこと

施設について

を行い、施設

系保全や生活

川の河川敷地

公園緑地に関

境と調和し
した⽔の

⺠の⼼が安

の調和を図り

理に努め、治

修整備におい

親水公園等水

ては、安全で

な整備も視野

活環境の確保

下水道の整備

いては、個別

業の健全な経

針 
統の骨格を形

く稲荷地区や

備のバランス

し、遊びやレ

内を貫流する

動公園やサイ

おいては、地

とのできる水

ては、公園施

設の長寿命化

活環境保全の

地内に残され
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関する基本⽅

した河川の
の提供と快
安らぐ憩い

りながら、洪

治水対策の充

いては、町民

水辺空間の創

で安定した水

野に入れなが

保と公共用水

備を進めます

別計画を作成

経営を進めま

形成する緑地

や高台地区の

スに配慮しな

レクリエーシ

る忠別川を水

イクリングロ

地域住民が川

水辺空間とし

施設管理に関

化を図ります

の上から、稲

れている河畔

⽅針 

の整備と有
快適な⽣活
いの場の提

洪水など災害

充実を図りま

民のふれあい

創出を図りま

水道水の提供

がら関係機関

水域の水質保

す。 

成し計画的

ます。 

地として、町

の丘陵樹林地

ながら街区公

ション、運動

水と緑の中心

ロード等レク

川や水に親し

して親水公園

関する個別計

す。 

稲荷神社や東

畔林の保全を

有効利⽤
活環境の整
提供 

害防止のため

ます。 

いと憩いの場

ます。 

供を行うため

関と協議を行

保全および住

・効率的な整

町内を貫流す

地の保全を図

公園、近隣公

動・交流の場

心軸として、

クリエーショ

しみながら、

園の整備・充

計画に基づき

東神楽神社等

を図ります。

⽤ 
整備 

め河川の改修

場として、河

め、水源の確

行い、計画的

住宅地等の浸

整備による長

する忠別川の

図ります。 

公園等中小規

場として整備

河川緑地の

ョン空間とし

身近な交流

充実を図りま

き、適切な施

等の社寺境内

 

修を進

河川敷

確保を

的に水

浸水の

長寿命

の河川

規模の

備を行

の保全

して河

流場所

す。 

施設管

内の樹
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へ

○ 

処
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環境保全）

環
資源循環

環境保全の
河川の水質

の整備を行う

再生可能エ

市街地形成に

近隣市町へ

図ります。 

積雪寒冷地

促進を図りま

 

廃棄物処理
資源保護

への確実な転

生活環境保

処理対策を推

市街化調整

全に関する基

環境保全に
環型社会

の基本⽅針 
質を保全し、

うとともに、

エネルギーな

により、低炭

への自転車、

地に対応した

ます。 

理に関する基
・環境保全の

転換を図る総

保全の観点か

推進します。

整区域におけ

基本⽅針 

に努め、公
の実現と

、快適な生活

農村部にお

などの活用、

炭素なまちづ

、公共交通機

た住宅・建築

基本⽅針 
の立場から、

総合的かつ計

からクリーン

 

ける産業廃棄
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公害のない
と衛⽣的な

活環境を確保

おける生活排

、緑地の保全

づくりを図り

機関の利用促

築物の普及、

省エネや再

計画的なごみ

ン整備事業計

棄物処理施設

いまちづ
な⽣活環境

保するため、

排水処理対策

全・創出、歩

ります。 

促進などによ

、省エネルギ

再資源化を基調

み処理対策を

計画に基づく

設の無秩序な

くりの推
境保全対策

市街地にお

策の充実を図

歩いて暮らせ

よる自動車排

ギー・再生エ

調とする「資

を推進します

く総合的かつ

な立地を抑制

推進 
策の推進 

おける公共下

図ります。 

せるコンパク

排出ガスの削

エネルギー機

資源循環型社

す。 

つ計画的な、

制します。 

下水道

クトな

削減を

機器の

社会」

し尿
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園

る

 

地域防災）

災害防⽌の
大雨による

川改修を進め

整池等の整備

斜面の崩壊

を図ります。

冬期間にお

や歩行者空間

等の設置に対

住宅・建築

主要道路や

します。 

防災施設の
災害、緊急

災害時におけ

関する情報通

ります。 

災害に強い

園を適正に配

る防災機能と

 

災に関する基

安全

の基本⽅針 
る河川の増水

めるとともに

備を図ります

壊、土砂流出

。 

おいて、すべ

間の確保に配

対する助成制

築物の不燃化

や橋りょうな

の基本⽅針 
急事態時に迅

ける避難場所

通信システム

い地域づく

配置するとと

と安全性を高

基本⽅針 

全な暮らし

水や氾濫等の

に、既成市街

す。 

出等を防止す

べての町民が

配慮した街区

制度を実施す

化・耐震化を

などの耐震化

迅速、的確に

所として学校

ムの整備を行

りを行うため

ともに、住宅

高めます。
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しをまもる

の洪水災害を

街地内におけ

するため、高

が快適に安心

区整備や除雪

することで雪

を促進します

化を進め、災

に対応するた

校や公園緑地

行うとともに

め、延焼防止

宅地と業務地

るまちづ

を防止し、浸

ける公共下水

高台地区や稲

心して生活で

雪体制の充実

雪に強いまち

す。 

災害時の緊急

め、｢東神楽

地等を指定し

に避難場所へ

止対策や避難

地の間に緑地

くり 

浸水被害を軽

水道の雨水管

稲荷地区の丘

できるように

実を図るとと

ちづくりを推

急車両・物資

楽町地域防災

し、防災行政

への安全な誘

難場所の確保

地を配置し、

軽減するため

管きょの整備

丘陵樹林地の

に、堆雪スペ

ともに、融雪

推進します。

資供給経路を

災計画｣に基づ

政無線等の防

誘導路の確保

保の観点から

市街地内に

め、河

備、調

の保全

ペース

雪施設

 

を確保

づき、

防災に

保を図

ら、公

におけ
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４章 地域別まちづくり構想 

 

１ 地域区分の設定 

本章では、全体構想の方針に沿って各地域の持つ特性を踏まえた地域別の基本的なま

ちづくり方針を定めます。 

地域別まちづくりの地域区分にあたっては、地理的条件や土地利用等の空間的まとま

りと地域コミュニティ等の社会的まとまりに関する視点から３地域（東聖・ひじり野地

区、中央・市街地地区、高台および空港周辺地域）に区分します。 

 

図４-1 地域区分図 
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a．
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を

○ 

導

○ 

備

を

○ 

づ

東聖・ひじ

地域の特）
本地域は、

業地域と旭川

より構成され

平成元年か

良好な住環境

幹線道路で

ィの場として

町内で最大の

地域のま）
（「東神楽町

１ ⼦どもか

２ 地域活動

３ 美しくう

４ 地場産業

地域づく）

⼟地利⽤ 
ひじり野市

を持つ利便性

幹線道路で

して、複合型

導します。 

ひじり野南

備わった利便

を検討します

良好な住環

づくりを行い

じり野地区

特性 
、旭川市に隣

川市のベッ

れています。

から行われた

境が形成され

である道道東

て利用しやす

の商業施設が

まちづくり⽅
町地区別まち
から⾼齢者ま

動が活発な地

うるおいある

業が盛んな地

りの基本⽅

市街地につい

性が高い住宅

である道道東

型住宅地を配

南１条６、

便性の高い住

す。 

環境を維持

います。 

区 

隣接しており

トタウンとし

 

た大規模な宅

れており、こ

東川東神楽旭

すく親しみや

が誕生し、生

⽅針 
ちづくり計画
まで安⼼して

地区をつくる

る地区をつく

地区をつくる

⽅針 

いては、商業

宅地の形成を

東川東神楽旭

配置し、地域

７丁目は、市

住宅地を形成

・増進を図る
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り、忠別川と

して住宅地が

宅地開発によ

これまで人口

旭川線の沿線

やすい複合型

生活利便性が

」東聖・ひ
て暮らせる地

る 

くる 

る 

業業務地周辺

を促進します

旭川線の沿線

域に密着した

市街地内の生

成し、都市的

るとともに、

と高台地区の

が計画的に整

より、ひじり

口が急増して

線には、活気

型住宅地が形

が向上しまし

じり野地区の
地区をつく

辺に住宅地を

す。 

線に活気のあ

た機能的で快

生活拠点とし

的土地利用の

、地区計画等

の丘陵地に挟

整備されたひ

り野地区は新

てきました。

気のあふれる

形成されると

した。 

の⽬標） 
る 

を配置し、徒

あふれるコミ

快適な商業サ

して商業機能

の目的にあわ

等に基づいた

挟まれた豊か

ひじり野市街

新興住宅地と

 

る地域コミュ

とともに、近

徒歩圏に商業

ミュニティの

サービス機能

能等の都市機

わせて用途転

たきめ細かい

かな農

街地に

として

ュニテ

近年、

業機能

の場と

能を誘

機能が

転換等

いまち



○ 

め

つ

○ 

に

 

b．
○ 

東

○ 

整

○ 

推

○ 

づ

○ 

交

c．
○ 

○ 

ク

○ 

楽

○ 

園
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○ 

理

○ 

通

○ 

理

 

市街地の無

めます。また

つけながら、

公民館な

による地産地

道路・交通
地域内外の

東線（ひじ

移動の安全

整備を推進

歩道のバ

推進します。

広域的な

づくりを進め

旭川市内へ

交通などを検

 

河川・公園
忠別川・ポ

住環境に潤

クリングロー

ポン川にお

楽しむことの

近隣住民の

園等の維持保

て整備を行い

住環境に潤

台地区の丘陵

環境保全 

河川の水質

理対策を進め

省エネルギ

通の利用を促

河川の水質

理対策を進め

無秩序な拡大

た、忠別川の

、水や緑を取

どの公共空間

地消の推進な

通施設 
の連絡性を高

り野大橋）の

全性や道路空

します。 

リアフリー化

。 

レクリエーシ

めるため、幹

へのバス路線

検討します。

園緑地 
ポン川の治水

潤いを与える

ード等レクリ

おいては、地

のできる水辺

の憩いの場と

保全を図り、

います。 

潤いを与える

陵樹林地の保

質を保全し、

めます。 

ギー、再生エ

促進し、低炭

質を保全し、

めます。 

大を防止する

の河川緑地や

取り入れた住

間を活用しな

など住民との

高めるため、

の整備を推進

空間の快適性

化、防犯・街

ションに対応

幹線道路等の

線網を維持と

 

水対策の充実

る忠別川の河

リエーション

地域住民が川

辺空間を創出

として整備さ

、誰もが利用

る貴重な緑の

保全に努めな

、快適な生活

エネルギーの

炭素なまちづ

、快適な生活
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るため、市街

や新たに整備

住環境の形成

ながら、住民

の協働による

、幹線道路で

進します。

性に配慮しな

街路灯の設置

応しつつ、自

の自転車歩行

と更なる充実

実を図ります

河川緑地の保

ン空間として

川や水に親し

出するため、

されているひ

用しやすく、

の空間として

ながら、適正

活環境を確保

の活用を促進

づくりを進め

活環境を確保

街地の背景と

備されるポン

成を図ります

民同士のまち

るまちづくり

である道道東

ながら、幹線

置、除排雪な

自動車以外で

行者道の整備

実、農村部の

す。 

保全に努める

て河川敷を活

しみながら、身

親水公園の

ひじり野公園

、親しみがも

て、市街地の

正な土地利用

保するため、

進するととも

めます。 

保するため、

となる豊かな

ン川沿いの親

す。 

ちづくり活動

りを進めます

東川東神楽旭

線道路を補完

など安全な道

でも安全に移

備を推進しま

の住民ニーズ

るとともに、

活用します。

身近な交流場

の整備を図り

園やひじり野

もてる身近な

の背景となる

用を進めます

農村部にお

もに、徒歩・

農村部にお

な農地の保全

親水公園等を

動、青空市の

す。 

旭川線及び町

完する区画道

道路空間の整

移動ができる

ます。 

ズに対応した

運動公園や

 

場所として憩

ます 

野西公園、街

な公園、広場

る豊かな農地

す。 

おける生活排

・自転車・公

おける生活排

全に努

を結び

の実施

町道旭

道路の

整備を

る地域

たバス

やサイ

憩い、

街区公

場とし

地や高

排水処

公共交

排水処
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地域防災 
災害、緊急

災害時におけ

関する情報通

ります。 

災害に強い

市公園等を適

市街地内にお

老朽化の進

主要道路や

します。 

急事態時に迅

ける避難場所

通信システム

い地域づく

適正に配置す

おける防災機

進む住宅・建

や橋りょうな

迅速、的確に

所として学校

ムの整備を行

りを行うため

するとともに

機能と安全性

建築物の不燃

などの耐震化
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に対応するた

校や公園緑地

行うとともに

め、延焼防止

に、住宅地と

性を高めます

燃化・耐震化

化を進め、災

め、｢東神楽

地等を指定し

に避難場所へ

止対策や避難

と商業業務地

す。 

化を進めます

災害時の緊急

楽町地域防災

し、防災行政

への安全な誘

難場所の確保

地の間に緩衝

す。 

急車両・物資

災計画｣に基づ

政無線等の防

誘導路の確保

保の観点から

衝緑地を配置

資供給経路を

づき、

防災に

保を図

ら、都

置し、

を確保
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a．
○ 

務

○ 

を

○ 

形

○ 

中央・市街

地域の特）
本地域は、

地域を背景と

な農業地域と

中央市街地

差する交通の

設が立地した

業地が広が

幹線道路で

た。 

 

地域のま）
（「東神楽町

１ ⼦どもを

２ 花のある

３ ⽴地を⽣

４ ⽣活しや

地域づく）

⼟地利⽤ 
東神楽地区

じた商業業務

務地を整備

商業業務地

を踏まえ、集

商業業務地

形成を促進

市街化区域

街地地区 

特性 
、忠別川と高

とし、稲作を

となっていま

地地区は、幹

の要所に役場

た商業業務地

り市街地を形

である道道東

まちづくり⽅
町地区別まち
を育てやすい

る美しい地区

⽣かした活⼒

やすい地区を

りの基本⽅

区市街で交差

務機能の強化

します。 

地にある公共

集約化して整

地周辺に住宅

します。 

域内について

高台地区の丘

を中心として

ます。 

幹線道路であ

場、公民館、

地が形成され

形成していま

東川東神楽旭

⽅針 
ちづくり計画
い地区をつく

区をつくる

⼒ある地区を

をつくる 

⽅針 

差する幹線道

化により、活

共施設のうち

整備するなど

宅地を配置し

ては、都市的
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丘陵地にはさ

て野菜の生産

ある道道東川

、医療施設、

れ、その北側

ます。 

旭川線に接し

」中央・市街
くる 

をつくる 

道路沿線にお

活気あふれる

ち、老朽化が

ど効果的・効

し、徒歩圏に

的土地利用の

さまれ、雄大

産等多様な農

川東神楽旭川

、バスターミ

側と南側に田

して東神楽工

街地地区の⽬

おいては、住

る地域コミュ

が進む施設に

効率的に進め

に商業機能を

の目的にあわ

大な大雪山連

農業活動が営

川線、道道鷹

ミナルなどの

田園を背景と

工業団地が整

⽬標） 

住宅地や業務

ュニティの場

については、

めます。 

を持つ利便性

わせて用途転

連峰に連なる

営まれている

鷹栖東神楽線

の公共サービ

とした住宅地

整備拡張され

務地の広がり

場としての商

規模・機能

性が高い住宅

転換等を検討

る森林

る豊か

線の交

ビス施

地や工

れまし

りに応

商業業

能など

宅地の

討し、
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河
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台

 

居住環境の整

市街地の無

めます。また

を取り入れた

東神楽工業

の調和を図る

住民同士の

進めます。 

ライフタイ

制し、安全な

道路・交通
旭川空港か

します。 

地域内外の

東神楽線の整

移動の安全

整備を推進

歩道のバ

推進します。

広域的な

づくりを進め

旭川市内へ

検討します。

河川・公園
大雪山を源

全に努めると

河川敷を活用

近隣住民の

誰もが利用

市街地内の

経公園と一体

住環境に潤

台地区の丘陵

整備を図りま

無秩序な拡大

た、忠別川の

た住環境の形

業団地等、面

るため、敷地

のまちづく

イルの変化に

な住宅地づく

通施設 
から高速道路

の連絡性を高

整備を促進し

全性や道路空

します。 

リアフリー化

。 

レクリエーシ

めるため、幹

へのバス路線

。 

園緑地 
源として地域

とともに、運

用します。 

の憩いの場と

しやすく、親

の貴重な緑地

体となった都

潤いを与える

陵樹林地の保

ます。 

大を防止する

の河川緑地や

形成を図りま

面的に整備さ

地内の緑化を

り活動、地産

に対応した住

くりを行いま

路へ通じる地

高めるため、

します。 

空間の快適性

化、防犯・街

ションに対応

幹線道路等の

線網を維持し

域内を貫流す

運動公園やサ

として整備さ

親しみがもて

地空間となっ

都市空間を形

る貴重な緑の

保全に努めな
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るため、市街

や市街地内の

ます。 

されている既

を進めるとと

産地消の推進

住宅の住み替

ます。 

地域高規格道

、幹線道路で

性に配慮しな

街路灯の設置

応しつつ、自

の自転車歩行

し、農村部の

する忠別川を

サイクリング

されている義

てる身近な公

っている東神

形成します。

の空間として

ながら、適正

街地の背景と

の公園緑地等

既存の工業流

ともに、効率

進など住民と

替えなどによ

道路の道道東

である道道東

ながら、幹線

置、除排雪な

自動車以外で

行者道の整備

の住民ニーズ

を水と緑の中

グロード等レ

義経公園や街

公園、広場と

神楽神社社寺

 

て、市街地の

正な土地利用

となる豊かな

等を結びつけ

流通系施設は

率的な土地利

との協働によ

よって、空き

東旭川東神楽

東川東神楽旭

線道路を補完

など安全な道

でも安全に移

備を行います

ズに対応した

中心軸として

レクリエーシ

街区公園等の

として整備を

寺境内の樹林

の背景となる

用を進めます

な農地の保全

けながら、水

は、周辺住宅

利用を行いま

よるまちづく

き家等の発生

楽通の整備を

旭川線、道道

完する区画道

道路空間の整

移動ができる

す。 

たバス交通な

て、河川緑地

ション空間と

の維持保全を

を行います。

林地を保全し

る豊かな農地

す。 

全に努

水や緑

宅地と

す。 

くりを

生を抑

を推進

道鷹栖

道路の

整備を

る地域

などを

地の保

として

を図り、

 

し、義

地や高
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環境保全 

河川の水質

の整備を進め

省エネルギ

通の利用を促

 

地域防災 
災害、緊急

災害時におけ

関する情報通

ります。 

災害に強い

市公園等を適

地内における

老朽化の進

主要道路や

します。 

 

 

質を保全し、

めるとともに

ギー、再生エ

促進し、低炭

急事態時に迅

ける避難場所

通信システム

い地域づく

適正に配置す

る防災機能と

進む住宅・建

や橋りょうな

、快適な生活

に、農村部に

エネルギーの

炭素なまちづ

迅速、的確に

所として学校

ムの整備を行

りを行うため

するとともに

と安全性を高

建築物の不燃

などの耐震化
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活環境を確保

における生活

の活用を促進

づくりを進め

に対応するた

校や公園緑地

行うとともに

め、延焼防止

に、住宅地と

高めます。

燃化・耐震化

化を進め、災

保するため、

活排水処理対

進するととも

めます。 

め、｢東神楽

地等を指定し

に避難場所へ

止対策や避難

と工業地の間

化を進めます

災害時の緊急

市街地にお

対策を進めま

もに、徒歩・

楽町地域防災

し、防災行政

への安全な誘

難場所の確保

間に緩衝緑地

す。 

急車両・物資

おける公共下

ます。 

・自転車・公

災計画｣に基づ

政無線等の防

誘導路の確保

保の観点から

地を配置し、

資供給経路を

下水道

公共交

づき、

防災に

保を図

ら、都

市街

を確保
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⾼台および

地域の特）
本地域は、

し、旭川空港

地域となって

地域のま）
（「東神楽町

１ 農産品・

２ きれいで

３ 公⺠館活

４ いつまで

５ ⽴地を⽣

地域づく）

⼟地利⽤ 
市街化調整

旭川空港周

市的土地利用

めます。 

大雪山連峰

の災害発生を

空き家等の

公民館な

との協働によ

農業体験

の展開、東神

観光の推進を

び空港周辺

特性 
、東聖・ひ

港が立地する

ています。 

まちづくり⽅
町地区別まち
・景観を活か

で安全に暮ら

活動の活発な

でも住み続け

⽣かした活⼒

りの基本⽅

整区域として

周辺において

用の可能性に

峰の眺望を大

を抑制します

の発生を抑制

どの公共空間

よるまちづく

・農産物など

神楽町ならで

を図ります。

辺地域 

じり野地区市

るほか、大雪

⽅針 
ちづくり計画
かした交流で

らせる地区を

な地区をつく

けられる地区

⼒ある地区を

⽅針 

て市街化を抑

ては交通利便

について、周

大切にして、

す。 

制し、安全性

間を活用しな

くりを進めま

どを生かした

ではの地域資
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市街地域、中

雪山連峰の眺

画」聖台地区
で活⼒ある地

をつくる 

くる 

区をつくる

をつくる 

抑制し、田園

便性の高さを

周辺環境の保

、丘陵景観の

性の向上と良

ながら、住民

ます。 

たイベント

資源である花

中央・東神楽

眺望や高台地

区、中央・市
地区をつく

園風景・自然

を活かし、地

保全、調和な

の保全に努め

良好な景観形

民同士のまち

・農家民宿な

花・家具など

楽地区市街地

地区の丘陵景

街地地区（
る 

然環境を保全

地域の産業振

などの観点を

め、斜面の崩

形成の維持を

ちづくり活動

などのグリー

どを生かした

地域の南側に

景観に優れた

５のみ）の

全します。 

振興に寄与す

を踏まえ検討

崩壊、土砂流

を図ります。

動の推進など

ーンツーリズ

た体験型・滞

に位置

た農業

⽬標） 

する都

討を進

流出等

 

ど住民

ズム等

滞在型
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道路・交通
旭川空港の

域高規格道路

地域内外の

の整備を推進

防犯・街路

住民ニーズ

河川・公園
自然環境

な維持管理に

緑豊かな稲

す。 

大雪山連峰

します。 

 

環境保全 

都市に潤い

田園地域や丘

河川の水質

理対策を進め

 

地域防災 
災害、緊急

災害時におけ

災に関する情

を図ります。

老朽化の進

主要道路や

します。 

通施設 
の空港機能の

路の道道東旭

の連絡性を高

進します。 

路灯の設置、

ズに対応した

園緑地 
との調和を図

に努めます。

稲荷神社社寺

峰への眺望や

いを与える貴

丘陵地の保全

質を保全し、

めます。 

急事態時に迅

ける避難場所

情報通信シス

。 

進む住宅・建

や橋りょうな

の整備充実を

旭川東神楽通

高めるため、

除排雪など

た公共交通の

図りながら、

 

寺境内の樹林

や稲荷、高台

貴重な緑の空

全に努めなが

、快適な生活

迅速、的確に

所として公共

ステムの整備

建築物の不燃

などの耐震化
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を図るととも

通の整備を推

、旭川空港へ

ど安全な道路

の充実などを

、災害防止の

林地に配慮し

台地区の丘陵

空間として、

がら、適正な

活環境を確保

に対応するた

共施設や公園

備を行うとと

燃化・耐震化

化を進め、災

もに、旭川空

推進します。

へのアクセス

路空間の整備

を図ります。

のため中小河

しながら、稲

陵景観と調和

、市街地の背

な土地利用を

保するため、

め、｢東神楽

園緑地等を指

ともに避難場

化を進めます

災害時の緊急

空港から高速

 

ス道路となる

備を推進しま

 

河川の改修を

稲荷公園の維

和した公園墓

背景となる農

を進めます。

農村部にお

楽町地域防災

指定し、防災

場所への安全

す。 

急車両・物資

速道路へ通じ

る道道旭川空

ます。 

を進め、また

維持管理を図

墓地の整備を

農地や樹林地

 

おける生活排

災計画｣に基づ

災行政無線等

全な誘導路の

資供給経路を

じる地

空港線

た適切

図りま

を検討

地等、

排水処

づき、

等の防

の確保

を確保
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５章 まちづくりの推進に向けて 

本計画で掲げた将来像や基本目標、まちづくりの基本方針の実現に向けて、以下のよ

うなまちづくりを推進します。 

 

１ ⽴地適正化計画との連携によるまちづくり施策の推進 

町では、今後の人口減少社会に対応したコンパクトなまちづくりを進めるための方針

や施策を定める「東神楽町立地適正化計画」を策定し、持続可能な都市形成を目指して

いるところです。 

東神楽町立地適正化計画は、本計画の一部であり、本計画の基本方針に沿って市街化

区域内に居住誘導区域4、都市機能誘導居住区域5及び誘導施設6を設定するとともに誘導施

策を示しているものです。 

今後は、本計画と東神楽町立地適正化計画が連携しながら効果的・効率的ななまちづ

くり施策を推進します。 

 

図５-1 東神楽町⽴地適正化計画における居住誘導区域・都市機能誘導区域・誘導施設 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                             
4 居住誘導区域：人口減少の中にあっても一定のエリアにおいて人口密度を維持することにより、生活サ

ービスやコミュニティが持続的に確保されるよう、居住を誘導すべき区域 
5 都市機能誘導居住区域：居住誘導区域内において設定されるものであり、医療・福祉・商業等の都市機

能を都市の中心拠点や生活拠点に誘導し集約することにより、これらの各種サ

ービスの効率的な提供が図られるよう定めるべき区域 
6 誘導施設：都市機能誘導区域ごとに設定された、居住者の共同の福祉や利便の向上を図るという観点か

ら立地を誘導すべき都市機能増進施設（医療施設、商業施設、行政施設など） 

中央市街地地区 

【中心拠点】 
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意識啓発な
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加えて、まち

やかな対応を

町⺠の意）
まちづくりの

共有し、信頼

くり事業の実

とともに、ア

・意見聴取を

じり野市街地

生活拠点】 

地適正化に向け

いつまで安心

暮らせるまち

導施設 

誘導（現状の施

○福祉施設

○複合型商業

○銀行・信金

維持（現状の施

○スーパー 

「東神楽町立地

りの推進⽅

⾏政の協働を
まちづくりの

です。そのた

づくり活動や

どを行い、町

。 

ちづくりに関

を行います。

意向把握と情
の実現に向け

頼関係を基本

実施に当たっ

アンケートや

を充実させ、

地地区 

けた基本方針 

心して快適に

ちづくり」 

施設数以上を推

（通所・居住

業施設 

金・農協 

施設数を維持）

地適正化計画」

⽅策 

を⽣み出す環
の形成に当た

ため町民の自

やまちづくり

町民の自主的

関する相談窓

 

情報公開によ
けては、これ

本としたパー

っては、町民

やパブリック

事業の推進

に 

推進） 

住系） 

） 
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を参照 

環境づくり
たっては、町

自主的・主体

りに関する情

的なまちづく

窓口を整備し

よるまちづく
れまで以上に

ートナーシッ

民が気軽に行

クコメントな

進に反映する

町民と行政が

体的な取り組

情報提供など

くり活動への

し、町民のま

くり情報の共
にまちづくり

ップを形成す

行政と意見交

などの広報広

るよう努めま

が連携しなが

組みに対する

どによる町民

の参加意欲を

まちづくり活

共有 
りに関する情

することが重

交換ができる

広聴活動等を

ます。 

がら協働で推

る行政の支援

民のまちづく

を醸成する取

活動に対して

情報を町民と

重要であり、

る体制の整備

を通じた町民

推進す

援体制

くりへ

取組み

てきめ

と行政

まち

備を図

民の意
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関連計画）
総合的、体系

境・景観分野

図り、効果的

関係機関）
事業の展開に

よる広域圏で

推進するため

また、まちづ

能を分担する

計画の進⾏

進⾏管理）
まちづくりの

ては、工程表

ね 10 年後に

計画の⾒）
本計画は 20

の上位計画な

画の見直しを

画との連携に
系的なまちづ

野、保健福祉

的な事業の展

関との連携に
にあたっては

で推進する様

めに、十分な

づくり機能に

ることによっ

⾏管理 

理の⽅法 
の形成は長期

表を作成し町

に進捗状況の

⾒直し 
0 年後を目標

などの変更、

を行います。

による総合的
づくりを推進

祉分野、教育

展開を行う必

による広域的
は、関係機関

様々なまちづ

な協議により

については、

って効果的・

期的な視点で

町民へ進捗状

の確認、事業

標とした計画

、まちづくり
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的なまちづく
進するため、

育文化分野、

必要がありま

的な視点に⽴
関との連携を

づくり計画と

り調整を行い

、広域的な連

・効率的なま

で進めること

状況を公開す

成果の評価

画ですが、本

りの進捗状況

くり 
、第８次東神

、産業分野等

ます。 

⽴ったまちづ
を強化し、国

との整合を図

います。 

連携による機

まちづくりを

とが重要です

するとともに

を行います。

本町を取り巻

況評価結果な

神楽町総合計

等、関連計画

づくり 
国、北海道、

図るとともに

機能と東神楽

を進めます。

す。まちづく

に、本計画内

。 

巻く社会情勢

などを勘案し

計画はもとよ

画との連携を

近隣市町の

に、事業を一

楽町が補完す

 

くりの各事業

内容について

勢の変化や国

し、必要に応

より、

を十分

の構成

一体的

すべき

業につ

ては、

や道、

応じて


